
世帯の年間収入から、施設に支払う利用者負担（施設サービス費用１割分、居住費、食費の年額合計）
の見込額を除いた額が80.9万円（2026年８月から82.65万円に基準変更の予定）以下となること

※従来型個室の居住費は、上段が介護老人福祉施設、短期
※2026年8月から朱書きの金額に変わります。

入所生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護の金額で、下段のカッコ内が介護老人保健
施設、介護医療院、短期入所療養介護の金額です。

※介護保険制度開始前からの特別養護老人ホーム入所者
で、利用者負担割合が５%以下となる方については、
居住費及び食費を含めた負担額が当時の負担額を超え
ないよう、軽減措置を講じます。
※公的年金等収入＝課税年金収入（P38参照）
※第２号被保険者の方は、単身1,000万円以下、夫婦
2,000万円以下。

公的年金等収入額とその他の合計所得金額と非課税年金
収入額の合計額が80.9万円(82.65万円)以下の方

公的年金等収入額とその他の合計所得金額と非課税年金
収入額の合計額が80.9万円(82.65万円)超120万円
以下の方

食費及び居住費又はその一方が利用者負担第3段階②の負担限度額に軽減されます。

又

又

又は3割）の自己負担の合計額

以上である
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530円
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1,360円
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1,370円1,300円 1,370円
1,470円

880円
（1,370円）

880円
（1,370円）
980円

（1,470円）
1,420円
1,360円

額

前年の公的年金等収入額（P３８参照）とその他の合計所得金額（P３７参照）の合計が
80.9万円以下の方 ※2026年8月から82.65万円に基準変更の予定

サービスを利用したときに
支払う自己負担の限度額が
記載されています。
※8月で更新されます。



サービス事業者

　苦情や相談を受け付ける担当者がいるかどうか、事故が発生した場合の対応はわかりましたか？
また、事業者又は利用者からの解約が認められるケースや、その手続きが契約書に明記され、その内容
について説明を受けましたか？

又

又

又は
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　市では、介護サービス（総合事業を除く）を利用したご本人あてに、利用記録（介護給付費通知
書）を郵送していますので、ご確認ください。
　もしも、利用した覚えのないサービスを使ったことになっているなど、疑問があるときは、
サービス事業者や市の介護保険事業課・区の介護保険室にお問い合わせください。
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お口の健康は、身体と心の健康につながります

※地域支え合い型訪問支援・通所支援は、継続利用者（当該事業における支援を継続的に利用する中で要介護１～５の認定に
変更になった方）もご利用いただけます。
※フレイル改善事業は、要支援1・2の方のほか、事業対象者（基本チェックリスト該当者）の方もご利用いただけます。
※初回の申請の場合、総合事業の利用は認定結果が出てからとなります。

平成29年 4月から始まった、千葉市独自のサービスです。原則として、千葉市に在住する方だ
けが利用できる、次のような総合事業のサービスを提供します。
要支援1・2の方や基本チェックリストで生活機能の低下がみられた方（事業対象者）が利用で
きるサービスで、利用者負担は原則として所得に応じてサービス費用の1割（一定以上の所得のあ
る方は2割又は3割）です。（地域支え合い型支援、フレイル改善事業を除く）

サービスの種類 サービス内容 利用できる方 類型

訪問介護
相当サービス

　市の指定した事業所の訪問介護員が、身体介護を伴うサービス
等を行います。
■サービス費用のめやす
　3,171円（身体介護：１回あたり）

要支援1･2の方
当
相
前
従

生活援助型
訪問サービス

　市の指定した事業所の訪問介護員が、掃除や洗濯などの生活援
助型サービスを行います。
対象：身体介護の必要のない方
■サービス費用のめやす
　2,287円（20分以上45分未満：1回あたり）
　2,817円（45分以上：1回あたり）

要支援1･2の方
Ａ
動
活

地域
支え合い型
訪問支援

　市の基準を満たした住民ボランティアやNPO法人が、買い物
やゴミ出しの支援などの生活援助を行います。
対象：身体介護の必要のない方
■利用料
　支援団体 ･サービス内容によって異なります。

要支援1･2の方
事業対象者
（※継続利用者）

Ｂ
動
活

フレイル
改善事業

　リハビリテーション専門職（理学療法士など）が自宅に訪問し、
身体機能や生活機能の改善に向けた支援を行います。（期間は３か
月間。必要に応じて６か月まで延長可。）
対象 日・防予護介、ずらおてし用利をスビーサ防予護介、則原 ：

常生活支援総合事業の訪問型サービス・通所型サービスも
利用していない65歳以上の方。（介護予防福祉用具貸与、地域

　　　支え合い型訪問支援・地域支え合い型通所支援を除く）
■利用料
　無料

要支援1･2の方
事業対象者

C

通所介護
相当サービス

　市の指定した事業所が、レクリエーションや機能訓練、入浴な
どを行います。提供時間が2時間以上3時間未満の短時間サービ
スもあります。
■サービス費用のめやす
　4,656円～4,773円（1回あたり）
　[短時間サービス］3,257円～3,342円

要支援1･2の方
当
相
前
従

ミニデイ型
通所サービス

　市の指定した事業所が、レクリエーションや介護予防のための
体操などを行います。提供時間が2時間以上3時間未満の短時間
サービスもあります。
対象：機能訓練を伴わない方
■サービス費用のめやす
　4,111円（1回あたり）
　[短時間サービス］2,883円

要支援1･2の方

地域
支え合い型
通所支援

　市の基準を満たした住民ボランティアやNPO法人が、体操教室、
サロンなどの居場所を提供します。
対象：機能訓練を伴わない方
■利用料
　支援団体 ･サービス内容によって異なります。

要支援1･2の方
事業対象者
（※継続利用者）

Ｂ
動
活
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オーラルフレイル（固いものが食べにくくなった、むせるなどのお口のわずかな衰え）に気をつける。

身体を動かす機会を増やす
　身体活動量が不足すると、筋肉量が減り、バランス能力が低
下し、転びやすくなります。また、疲れやすくなることや、食欲
が低下して体重減少につながることもあります。無理なく楽し
く身体を動かす習慣を身に付けましょう。

　青・壮年期には太り過ぎに注意することが大切ですが、フレイル予防の観点では、やせ過ぎや栄養
不足を見落とさないことが重要です。



認知症介護講習会・交流会
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問い合わせ先

中 央 区
花見川区
稲 毛 区

043-221-2582
043-275-6296
043-284-6494

若 葉 区
緑　　区
美 浜 区

043-233-8714
043-292-2630
043-270-2221

043-209-9000
043-216-0080
043-242-8005

043-228-5010
043-300-1313
043-270-1800

かよってフレイル予防
　体操や講話、eスポーツなどを行い、楽しみながら介護
予防に取り組みます。

��

��

��

�

�

�シニアのつながり応援プロジェクト
　外出の少ない方でも無理なく参加でき、気軽に楽しめ、
趣味活動につながるプログラムを実施します。
※要介護・要支援認定を受けている方は対象となりません。

�

　公民館等で体操教室を運営するボランティアとして活
動するための介護予防の講義や運動、グループワークな
どを行います。
※安全に体操の指導を行える方が対象です。

�

�

�

�

�

住民主体の通いの場推進事業
　フレイル予防を目的に「運動」や「趣味活動」を行う「住民
主体の通いの場」の立上・活動支援を行います。

��

いきいきプラザ・センター介護予防事業
　いきいきプラザ・センターで介護予防に関する健康相
談、講座・講演会、体操等を実施します。

��

● ～ の事業➡健康推進課　043-245-5146��

● ～ の事業➡各いきいきプラザ����● ～ の事業➡各区健康課���

● の事業　　➡介護保険管理課　043-245-5206�

中 央
花 見 川
稲 毛

若 葉
緑

美 浜

　2次元コード付きのラベルシールの交付を受け、認知
症の方の衣服などに貼付しておくと、外出時に所在不明
となった場合に発見者が2次元コードを読み取ることに
より、インターネット上で個人情報を開示することなく
安否情報などを家族等と共有することで、身元確認を円
滑に行うことができます。

　認知症についての基礎知識や相談機関などの情報を
得ることを目的とした講座を開催します。

歯っぴー健口教室～お口からはじめる介護予防～
けんこう



043-205-4851
043-205-4852
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花見川区朝日ケ丘2-1-7-2

朝日ケ丘町、朝日ケ丘4丁目、

ご相談をご希望の方は、事前にお電話をいただけますとスムーズにご案内できます。
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ご相談をご希望の方は、事前にお電話をいただけますとスムーズにご案内できます。 ご相談をご希望の方は、事前にお電話をいただけますとスムーズにご案内できます。



保険料段階の判定には、地方税法上の合計所得金額から租税特別措置法に規定さ
れている長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額（以下の（1）～（8））
を控除して得た額を用います。

保険料段階の判定に用いる所得指標について

月額保険料額は、年間保険料を12で割った額であり、実際の納付額とは異なります。※１

また、第1と第2段階、第4と第5段階を区分するしきい値について、令和7年（1～12月）の老齢基礎年金（満額）の支給額に合わせて、
令和8年度より基準が80.9万円から82.65万円に変更されました。

令和8年度の保険料
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本人の「公的年金等収入額」とその他の「合計所得
金額」※3の合計金額が82.65万円以下の方等

本人の「公的年金等収入額」とその他の「合計所
得金額」の合計金額が82.65万円以下の方等

本人の「公的年金等収入額」とその他の「合計所得金額」
の合計金額が82.65万円を超えて120万円以下の方等

　65歳以上の方（第1号被保険者）の保険料は本人の前年の所得、本人及び世帯員の課税状況により
個人ごとに決定します。決定した介護保険額は 6月中旬ころ「介護保険料決定通知書」でお知らせし
ます。　

第1段階～第5段階における「公的年金等収入額」とその他の「合計所得金額」について

令和８年度保険料の特例措置について

●所得金額調整控除（※1）の適用がある場合
　その他の「合計所得金額」に給与所得が含まれている場合には、給与所得の金額に所得金額調整控除の額
を加えて得た額から10万円を控除した額を用います（※2）。
●所得金額調整控除（※1）の適用がない場合
　その他の「合計所得金額」に給与所得が含まれている場合には、給与所得の金額から10万円を控除した額
を用います（※2）。
※1　所得金額調整控除②の適用です。詳細は次項に掲載しています。
※2　控除後の額が0円を下回る場合は0円とします。

　令和７年度税制改正により、令和８年度以後の所得税等について給与所得控除の最低保証額が１０万円
（５５万円→６５万円）引き上げられましたが、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、介護保険法
施行令が改正され、令和８年度の保険料の算定に限り、従前の控除額と同額に調整して計算します。また、
世帯の市民税課税状況の判定においても、同様に調整して判定します。

給与の収入金額 給与所得控除額（改正後） 給与所得控除額（改正前）
162万5千円以下
162万5千円超180万円以下
180万円超190万円以下

55万円
収入金額×40％－10万円
収入金額×30％＋8万円

65万円
65万円
65万円

※給与の収入金額190万超の場合は、給与所得控除額に改正はありません。



及び所得控除

第1号保険料負担割合※を乗じる等して算出

※令和6年度：24.71％、令和7年度：24.40％、令和8年度：24.18％
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1/2又は全額減免します。
①災害により、「介護保険の被保険者本人」又は「被保険者の世帯の生計をおもに維持する
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　国民健康保険の介護分保険料は、誕生月の前月（※誕生月が各月の1日の方は誕生月の前々月）
までの保険料を計算し、1年間を通じて納期ごとに振り分けます。介護保険料は誕生月（※誕生日
が各月の1日の方は誕生月の前月）からの保険料を計算し、誕生月又は誕生月の翌月から年度末ま
での納期ごとに振り分けます。誕生月を基にそれぞれ保険料を計算しますので、納期の重複はあ
りますが、保険料の二重払いではありません。

前年の所得が確定する6月以降でないと保険料が決まらないため、4月、6月は、基本
的に前年度2月分と同額の保険料を仮に決めた保険料として納めます（仮徴収）。

納付書で支払い（コンビニエンスストア、銀行ATM、インターネットバンキングなどの
マルチペイメントに対応しています。）

口座振替の方は、納期限の日（原則6月～翌年3月の末日）に銀行などの口座から引き落と
されます。納付書払いの方は、決定通知書と併せて郵送する納付書でお支払いください。



要介護認定の申請や介護保険に関する問い合わせ要介護認定の申請や介護保険に関する問い合わせ


